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第第第第 １１１１ 章章章章     目目目目     的的的的     

    

（ 目 的 ）  

第第第第 １１１１ 条条条条  こ の 規 程 は 、 公 益 社 団 法 人 日 本 青

年 会 議 所（ 以 下 「 本 会 」 と い う 。） が 、行

政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た

め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２

５ 年 ５ 月 ３ １ 日 法 律 第 ２ ７ 号 、以 下「 法 」

と い う 。）第 １ 条 に 鑑 み 、個 人 情 報 管 理 規

程 第 １ 条 に 基 づ く 個 人 情 報 管 理 規 程 の 特

例 と し て 、個 人 番 号 及 び 特 定 個 人 情 報（ 以

下「 特 定 個 人 情 報 等 」と い う 。）の 適 正 な

取 扱 い の 確 保 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る

こ と に よ り 、 本 会 の 事 業 の 適 正 か つ 円 滑

な 運 営 を 図 り つ つ 、 個 人 の 権 利 利 益 を 保

護 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

第第第第 ２２２２ 章章章章     定定定定     義義義義     

 

（ 定 義 ）  

第第第第 ２２２２ 条条条条  本 規 程 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次

の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 個 人 情 報  生 存 す る 個 人 に 関 す る

情 報 で あ っ て 、当 該 情 報

に 含 ま れ る 氏 名 、生 年 月

日 そ の 他 の 記 述 又 は 個

人 別 に 付 さ れ た 番 号 、記

号 そ の 他 の 符 号 に よ り

特 定 の 個 人 を 識 別 で き

る も の（ 他 の 情 報 と 容 易

に 照 合 す る こ と が で き 、

そ れ に よ り 特 定 の 個 人

を 識 別 で き る こ と と な

る も の を 含 む 。）を い う 。 

（ ２ ） 個 人 番 号  行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め

の 番 号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 以 下 「 番 号 法 」

と い う 。） 第 ２ 条 第 ５ 項

が 定 め る 住 民 票 コ ー ド

を 変 換 し て 得 ら れ る 番

号 で あ っ て 、当 該 住 民 票

コ ー ド が 記 載 さ れ た 住

民 票 に 係 る 者 を 識 別 す

る た め に 指 定 さ れ る も

の を い う 。  

（ ３ ） 特 定 個 人 情 報  個 人 番 号 （ 個 人 番

号 に 対 応 し 、当 該 個 人 番

号 に 代 わ っ て 用 い ら れ

る 番 号 、記 号 そ の 他 の 符

号 で あ っ て 、住 民 票 コ ー

ド 以 外 の も の を 含 む 。）

を そ の 内 容 に 含 む 個 人

情 報 を い う 。  

（ ４ ） 個 人 情 報 フ ァ イ ル  個 人 情 報 を 含

む 情 報 の 集 合 物 で あ っ

て 、特 定 の 個 人 情 報 に つ

い て 電 子 計 算 機 を 用 い

て 検 索 す る こ と が で き

る よ う に 体 系 的 に 構 成

し た も の の ほ か 、特 定 の

個 人 情 報 を 容 易 に 検 索

す る こ と が で き る よ う

に 体 系 的 に 構 成 し た も

の と し て「 個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 法 律 施 行 令 」

で 定 め る も の を い う 。  

（ ５ ） 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル  個 人 番 号

を そ の 内 容 に 含 む 個 人

情 報 フ ァ イ ル を い う 。  

（ ６ ） 個 人 番 号 関 係 事 務  番 号 法 第 ９ 条

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 個

人 番 号 利 用 事 務（ 行 政 機

関 、地 方 公 共 団 体 、独 立

行 政 法 人 等 そ の 他 の 行



政 事 務 を 処 理 す る 者 が

同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項

の 規 定 に よ り そ の 保 有

す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ

イ ル に お い て 個 人 情 報

を 効 率 的 に 検 索 し 、及 び

管 理 す る た め に 必 要 な

限 度 で 個 人 番 号 を 利 用

し て 処 理 す る 事 務 ）に 関

し て 行 わ れ る 他 人 の 個

人 番 号 を 必 要 な 限 度 で

利 用 し て 行 う 事 務 を い

う 。  

（ ７ ） 本 人   個 人 番 号 に よ っ て 識 別 さ

れ 、又 は 識 別 さ れ 得 る 特

定 の 個 人 を い う 。  

（ ８ ） 従 業 者  本 会 が 雇 用 す る 従 業 員 お

よ び 本 会 の 委 嘱 を 受 け

た 役 員 ま た は 出 向 者 で

あ る 個 人 を い う 。  

（ ９ ） 第 三 者  従 業 者 以 外 の 個 人 お よ び

本 会 の 各 会 議 ・ 各 委 員

会 ・ 各 地 区 協 議 会 ・各 ブ

ロ ッ ク 協 議 会 以 外 の 団

体  

（ １ ０ ） 会 員 会 議 所  本 会 の 正 会 員 で あ

る 各 地 青 年 会 議 所  

（ １ １ ） Ｊ Ｃ Ｉ ・ Ａ Ｐ Ｄ Ｃ  本 会 が 正 会

員 と し て 所 属 す る 国 際

青 年 会 議 所 お よ び そ の

下 部 組 織 で あ る ア ジ ア

太 平 洋 開 発 協 議 会  

    

第第第第 ３３３３ 章章章章     特 定 個 人特 定 個 人特 定 個 人特 定 個 人 情 報 等 の 取 得情 報 等 の 取 得情 報 等 の 取 得情 報 等 の 取 得     

    

（ 利 用 目 的 の 特 定 、 変 更 ）  

第第第第 ３３３３ 条条条条     本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱

う に 当 た っ て は 、 そ の 利 用 の 目 的 （ 以 下

「 利 用 目 的 」 と い う 。） を で き る 限 り 特 定

す る も の と す る 。  

２  本 会 は 、利 用 目 的 を 変 更 す る 場 合 に は 、

変 更 前 の 利 用 目 的 と 相 当 の 関 連 性 を 有 す

る と 合 理 的 に 認 め ら れ る 範 囲 で 行 う も の

と す る 。  

３  本 会 は 、 利 用 目 的 を 変 更 し た 場 合 は 、

変 更 し た 利 用 目 的 に つ い て 、 本 人 に 通 知

し 、 又 は 公 表 す る も の と す る 。  

 

（ 取 得 に 際 し て の 利 用 目 的 の 通 知 等 ）  

第第第第 ４４４４ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 を 取 得 し

た 場 合 は 、 あ ら か じ め そ の 利 用 目 的 を 通

知 又 は 公 表 し て い る 場 合 を 除 き 、 速 や か

に 、 そ の 利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 し 、 又 は

公 表 す る も の と す る 。  

２  本 会 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 本

人 と の 間 で 契 約 を 締 結 す る こ と に 伴 っ て

契 約 書 そ の 他 の 書 面 （ 電 子 的 方 式 等 で 作

ら れ る 記 録 を 含 む 。）に 記 載 さ れ た 当 該 本

人 の 特 定 個 人 情 報 等 を 取 得 す る 場 合 そ の

他 本 人 か ら 直 接 書 面 に 記 載 さ れ た 当 該 本

人 の 特 定 個 人 情 報 等 を 取 得 す る 場 合 は 、

あ ら か じ め 、 本 人 に 対 し 、 そ の 利 用 目 的

を 明 示 す る も の と す る 。 た だ し 、 人 の 生

命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め に 緊 急 に

必 要 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。  

（ １ ） 利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 し 、 又 は 公 表

す る こ と に よ り 本 人 又 は 第 三 者 の 生

命 、 身 体 、 財 産 そ の 他 の 権 利 利 益 を

害 す る お そ れ が あ る 場 合  

（ ２ ） 利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 し 、 又 は 公 表

す る こ と に よ り 本 会 の 権 利 又 は 正 当

な 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る 場 合   

（ ３ ） 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 が 法 令 の

定 め る 事 務 を 遂 行 す る こ と に 対 し て

協 力 す る 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、

利 用 目 的 を 本 人 に 通 知 し 、 又 は 公 表

す る こ と に よ り 当 該 事 務 の 遂 行 に 支

障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き  

（ ４ ） 取 得 の 状 況 か ら み て 利 用 目 的 が 明 ら

か で あ る と 認 め ら れ る 場 合  



 

（ 取 得 の 制 限 ）  

第第第第 ５５５５ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 を 取 得 す

る と き は 、 適 法 か つ 適 正 な 方 法 で 行 う も

の と す る 。  

２  本 会 は 、 番 号 法 第 １ ９ 条 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 他 人 の 特 定 個

人 情 報 等 を 収 集 し な い も の と す る 。  

 

（ 個 人 番 号 の 提 供 の 求 め の 制 限 ）  

第第第第 ６６６６ 条条条条  本 会 は 、 番 号 法 第 １ ９ 条 各 号 に 該

当 し て 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け る こ と

が で き る 場 合 を 除 く ほ か 、 他 人 に 対 し 、

個 人 番 号 の 提 供 を 求 め な い も の と す る 。  

    

（ 本 人 確 認 ）  

第第第第 ７７７７ 条条条条  本 会 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 か ら

個 人 番 号 の 提 供 を 受 け る と き は 、 番 号 法

第 １ ６ 条 の 規 定 に 従 い 、 本 人 確 認 を 行 う

も の と す る 。  

    

（ 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 ８８８８ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 取 得 に

際 し 、第 ２ ５ 条（ 委 託 先 の 監 督 ）、第 ２ ６

条 （ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 記 録 ）、

第 ２ ９ 条（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教 育 ）、及 び 第

３ ３ 条 （ 技 術 的 安 全 管 理 措 置 ） に 定 め る

安 全 管 理 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

    

第第第第 ４４４４ 章章章章     特 定 個 人 情 報 等 の 利 用特 定 個 人 情 報 等 の 利 用特 定 個 人 情 報 等 の 利 用特 定 個 人 情 報 等 の 利 用  

 

（ 利 用 目 的 外 の 利 用 の 制 限 ）  

第第第第 ９９９９ 条条条条  本 会 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 特 定

さ れ た 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 を 超

え て 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 わ な い も の

と す る 。  

２  本 会 は 、 合 併 そ の 他 の 事 由 に よ り 他 の

法 人 等 か ら 事 業 を 継 承 す る こ と に 伴 っ て

特 定 個 人 情 報 等 を 取 得 し た 場 合 は 、 継 承

前 に お け る 当 該 特 定 個 人 情 報 等 の 利 用 目

的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 を 超 え て 、 当 該 特

定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 わ な い も の と す る 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 第 ３ 条

の 規 定 に よ り 特 定 さ れ た 利 用 目 的 の 範 囲

を 超 え て 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う こ と

が で き る も の と す る 。  

（ １ ）番 号 法 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く

場 合  

（ ２ ）人 の 生 命 、身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た

め に 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、 本 人

の 同 意 が あ り 、 又 は 本 人 の 同 意 を 得

る こ と が 困 難 で あ る と き  

 

（ 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 作 成 の 制 限 ）  

第第第第 １ ０１ ０１ ０１ ０ 条条条条  本 会 は 、 番 号 法 第 １ ９ 条 第 １ １

号 か ら 第 １ ４ 号 ま で の い ず れ か に 該 当 し

て 特 定 個 人 情 報 を 提 供 し 、 又 は そ の 提 供

を 受 け る こ と が で き る 場 合 を 除 き 、 個 人

番 号 関 係 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 範

囲 を 超 え て 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 作 成

し な い も の と す る 。  

    

（ 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 １ １１ １１ １１ １ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 利 用

に 関 し 、第 ２ ５ 条（ 委 託 先 の 監 督 ）、第 ２

６ 条（ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 記 録 ）、

第 ２ ９ 条（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教 育 ）、第 ３ ０

条 （ 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 区 域 の 管

理 ）、第 ３ １ 条（ 機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の 盗

難 等 の 防 止 ）、及 び 第 ３ ３ 条（ 技 術 的 安 全

管 理 措 置 ） に 定 め る 安 全 管 理 措 置 を 講 じ

る も の と す る 。  

    

第第第第 ５５５５ 章章章章     特 定 個 人 情 報 等 の 保 存特 定 個 人 情 報 等 の 保 存特 定 個 人 情 報 等 の 保 存特 定 個 人 情 報 等 の 保 存     

    

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 保 管 ）  

第第第第 １ ２１ ２１ ２１ ２ 条条条条  本 会 は 、 番 号 法 第 １ ９ 条 各 号 に

該 当 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 特 定 個 人 情 報

等 を 保 管 し な い も の と す る 。  

    

（ デ ー タ 内 容 の 正 確 性 の 確 保 ）  



第第第第 １ ３１ ３１ ３１ ３ 条条条条  本 会 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 特

定 さ れ た 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内

に お い て 、 特 定 個 人 情 報 等 を 正 確 か つ 最

新 の 内 容 に 保 つ よ う 努 め る も の と す る 。  

    

（ 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 １ ４１ ４１ ４１ ４ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 保 存

に 関 し 、第 ２ ５ 条（ 委 託 先 の 監 督 ）、第 ２

６ 条（ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 記 録 ）、

第 ２ ９ 条（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教 育 ）、第 ３ ０

条 （ 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 区 域 の 管

理 ）、第 ３ １ 条（ 機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の 盗

難 等 の 防 止 ） 及 び 第 ３ ３ 条 （ 技 術 的 安 全

管 理 措 置 ） に 定 め る 安 全 管 理 措 置 を 講 じ

る も の と す る 。  

    

第第第第 ６６６６ 章章章章     特 定 個 人 情 報 等 の 提 供特 定 個 人 情 報 等 の 提 供特 定 個 人 情 報 等 の 提 供特 定 個 人 情 報 等 の 提 供     

    

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 提 供 ）  

第第第第 １ ５１ ５１ ５１ ５ 条条条条  本 会 は 、 番 号 法 第 １ ９ 条 各 号 に

該 当 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 特 定 個 人 情 報

等 を 提 供 し な い も の と す る 。  

    

（ 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 １ ６１ ６１ ６１ ６ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 提 供

に 関 し 、第 ２ ５ 条（ 委 託 先 の 監 督 ）、第 ２

６ 条（ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 記 録 ）、

第 ２ ９ 条（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教 育 ）、第 ３ ０

条 （ 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 区 域 の 管

理 ）、第 ３ １ 条（ 機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の 盗

難 等 の 防 止 ） 及 び 第 ３ ３ 条 （ 技 術 的 安 全

管 理 措 置 ） に 定 め る 安 全 管 理 措 置 を 講 じ

る も の と す る 。  

    

第第第第 ７７７７ 章章章章     特 定 個 人 情 報 等 の 削 除 ・特 定 個 人 情 報 等 の 削 除 ・特 定 個 人 情 報 等 の 削 除 ・特 定 個 人 情 報 等 の 削 除 ・

廃 棄廃 棄廃 棄廃 棄     

    

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 削 除 ・ 廃 棄 ）  

第第第第 １ ７１ ７１ ７１ ７ 条条条条  本 会 は 、 個 人 番 号 関 係 事 務 を 処

理 す る 必 要 が な く な っ た 場 合 で 、 か つ 、

所 管 法 令 に お い て 定 め ら れ て い る 保 存 期

間 を 経 過 し た 場 合 に は 、 個 人 番 号 を で き

る だ け 速 や か に 廃 棄 又 は 削 除 す る も の と

す る 。 た だ し 、 そ の 個 人 番 号 部 分 を 復 元

で き な い 程 度 に マ ス キ ン グ 又 は 削 除 し た

場 合 に は 、 保 管 を 継 続 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 を 誤 っ て 収 集 し た 場 合 の

措 置 ）  

第第第第 １ ８１ ８１ ８１ ８ 条条条条  従 事 者 は 、 誤 っ て 特 定 個 人 情 報

等 の 提 供 を 受 け た 場 合 、 自 ら 当 該 特 定 個

人 情 報 を 削 除 又 は 廃 棄 し て は な ら ず 、 速

や か に 、 第 ２ ０ 条 に 定 め る 事 務 取 扱 責 任

者 、 又 は 第 ２ １ 条 に 定 め る 特 定 個 人 情 報

等 管 理 責 任 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

２  本 会 は 、 前 項 の 報 告 を 受 け た 際 、 第 ３

２ 条 に 従 っ て 、 当 該 特 定 個 人 情 報 等 を で

き る だ け 速 や か に 削 除 又 は 廃 棄 し た 上 で 、

そ の 記 録 を 保 存 す る も の と す る 。  

 

（ 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 １ ９１ ９１ ９１ ９ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 削

除 ・ 廃 棄 に 関 し 、 第 ２ ５ 条 （ 委 託 先 の 監

督 ）、第 ２ ６ 条（ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状

況 の 記 録 ）、第 ２ ９ 条（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教

育 ）、第 ３ ０ 条（ 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱

う 区 域 の 管 理 ）、第 ３ ２ 条（ 個 人 番 号 の 削

除 、機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の 廃 棄 ）、及 び 第

３ ３ 条 （ 技 術 的 安 全 管 理 措 置 ） に 定 め る

安 全 管 理 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

    

第第第第 ８８８８ 章章章章     組 織 及 び 体 制組 織 及 び 体 制組 織 及 び 体 制組 織 及 び 体 制     

    

（ 事 務 取 扱 担 当 者 ・ 責 任 者 ）  

第第第第 ２ ０２ ０２ ０２ ０ 条条条条  本 会 は 、 別 途 定 め る と お り 、 特

定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 事 務 の 範 囲 を 明

確 化 し 、 明 確 化 し た 事 務 に お い て 取 り 扱

う 特 定 個 人 情 報 等 の 範 囲 を 明 確 に し た 上

で 、当 該 事 務 に 従 事 す る 従 業 者（ 以 下「 事



務 取 扱 担 当 者 」と い う 。）を 明 確 に す る も

の と す る 。  

２  本 会 は 、 別 途 定 め る と お り 、 前 項 に よ

り 定 め ら れ た 各 事 務 に お け る 事 務 取 扱 責

任 者 を 明 確 に す る も の と す る 。  

３  事 務 取 扱 責 任 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を

所 管 す る 。  

（ １ ）特 定 個 人 情 報 等 の 利 用 申 請 の 承 認 及

び 記 録 等 の 管 理  

（ ２ ）特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 保 管 媒 体

の 設 置 場 所 の 指 定 及 び 変 更 の 管 理  

（ ３ ）特 定 個 人 情 報 等 の 管 理 区 分 及 び 権 限

に つ い て の 設 定 及 び 変 更 の 管 理  

（ ４ ） 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 把 握  

（ ５ ）委 託 先 に お け る 特 定 個 人 情 報 等 の 取

扱 状 況 等 の 監 督  

（ ６ ）特 定 個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 に 関 す る

教 育 ・ 研 修 の 実 施  

（ ７ ）特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 に 対 す る

報 告  

（ ８ ）そ の 他 所 管 部 署 に お け る 特 定 個 人 情

報 等 の 安 全 管 理 に 関 す る 事 項  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 ）  

第第第第 ２ １２ １２ １２ １ 条条条条     本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 安 全

管 理 の た め 特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 を

定 め 、 専 務 理 事 を 特 定 個 人 情 報 等 管 理 責

任 者 と す る 。     

２  特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 は 、 次 に 掲

げ る 業 務 を 所 管 す る 。  

（ １ ）特 定 個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 に 関 す る

規 程 の 承 認 及 び 周 知  

（ ２ ）事 務 取 扱 責 任 者 か ら の 報 告 徴 収 及 び

助 言 ・ 指 導  

（ ３ ）特 定 個 人 情 報 等 の 適 正 な 取 扱 い に 関

す る 事 務 取 扱 担 当 者 に 対 す る 教 育 ・ 研

修 の 企 画  

（ ４ ）そ の 他 特 定 個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 に

関 す る 事 項  

 

（ 苦 情 対 応 ）  

第第第第 ２ ２２ ２２ ２２ ２ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱

い に 関 す る 苦 情 （ 以 下 「 苦 情 」 と い う 。）

に つ い て 必 要 な 体 制 整 備 を 行 い 、 苦 情 が

あ っ た と き は 、 適 切 か つ 迅 速 な 対 応 に 努

め る も の と す る 。  

２  苦 情 対 応 の 責 任 者 は 、専 務 理 事 と す る 。 

 

（ 従 業 者 の 義 務 ）  

第第第第 ２ ３２ ３２ ３２ ３ 条条条条  本 会 の 従 業 者 又 は 従 業 者 で あ っ

た 者 は 、 業 務 上 知 り 得 た 特 定 個 人 情 報 等

の 内 容 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不

当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。  

２  特 定 個 人 情 報 等 の 漏 え い 、 滅 失 若 し く

は 毀 損 の 発 生 又 は 兆 候 を 把 握 し た 従 業 者

は 、 そ の 旨 を 事 務 取 扱 責 任 者 又 は 特 定 個

人 情 報 等 管 理 責 任 者 に 報 告 す る も の と す

る 。  

３  本 規 程 に 違 反 し て い る 事 実 又 は 兆 候 を

把 握 し た 従 業 者 は 、 そ の 旨 を 事 務 取 扱 責

任 者 又 は 特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 に 報

告 す る も の と す る 。  

４  事 務 取 扱 責 任 者 は 、 前 ２ 項 の 報 告 を 受

け た 際 に は 、 直 ち に そ れ を 特 定 個 人 情 報

等 管 理 責 任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

５  特 定 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 は 、 前 ３ 項

に よ る 報 告 の 内 容 を 調 査 し 、 本 規 程 に 違

反 す る 事 実 が 判 明 し た 場 合 に は 遅 滞 な く

会 頭 に 報 告 す る と と も に 、 関 係 事 業 部 門

に 適 切 な 措 置 を と る よ う 指 示 す る も の と

す る 。  

 

第第第第 ９９９９ 章章章章     安 全 管 理 措 置安 全 管 理 措 置安 全 管 理 措 置安 全 管 理 措 置     

    

第 １ 節  総 則  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 ）  

第第第第 ２ ４２ ４２ ４２ ４ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 漏 え

い 、 滅 失 又 は 毀 損 の 防 止 そ の 他 の 特 定 個

人 情 報 等 の 安 全 管 理 の た め に 、 第 ２ 節 な

い し 第 ５ 節 に 定 め る 措 置 を 講 ず る も の と

す る 。  



    

（ 委 託 先 の 監 督 ）  

第第第第 ２ ５２ ５２ ５２ ５ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱

い の 全 部 又 は 一 部 を 本 会 以 外 の 者 に 委 託

す る と き は 、 委 託 先 に お い て 番 号 法 に 基

づ き 本 会 が 果 た す べ き 安 全 管 理 措 置 と 同

等 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る か 否 か に つ い

て あ ら か じ め 確 認 し た 上 で 、 原 則 と し て

委 託 契 約 に お い て 、 特 定 個 人 情 報 等 の 安

全 管 理 に つ い て 委 託 先 が 講 ず べ き 措 置 を

明 ら か に し 、 委 託 先 に 対 す る 必 要 か つ 適

切 な 監 督 を 行 う も の と す る 。  

２  委 託 先 が 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 い の 全

部 又 は 一 部 を 再 委 託 す る 場 合 に は 、 本 会

の 許 諾 を 得 る も の と す る 。 ま た 、 再 委 託

が 行 わ れ た 場 合 、 本 会 は 、 委 託 先 が 再 委

託 先 に 対 し て 必 要 か つ 適 切 な 監 督 を 行 っ

て い る か に つ い て 監 督 す る も の と す る 。  

 

第 ２ 節  組 織 的 安 全 管 理 措 置  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱 状 況 の 記 録 ）  

第第第第 ２ ６２ ６２ ６２ ６ 条条条条  本 会 は 、特 定 個 人 情 報 等 の 取 得 、

利 用 、 保 存 、 提 供 及 び 削 除 ・ 廃 棄 等 に あ

た っ て は 、 後 に 取 り 扱 状 況 を 確 認 で き る

よ う に 、 適 宜 の 方 法 で 、 特 定 個 人 情 報 の

取 扱 状 況 が 分 か る 記 録 を 保 存 す る も の と

す る 。 取 扱 状 況 の 記 録 に は 、 個 人 番 号 を

記 載 し て は な ら な い 。  

 

（ 情 報 漏 え い 等 事 案 へ の 対 応 ）  

第第第第 ２ ７２ ７２ ７２ ７ 条条条条  本 会 が 情 報 漏 え い 等 の 事 案 の 発

生 又 は 兆 候 を 把 握 し た 場 合 に は 、 特 定 個

人 情 報 等 管 理 責 任 者 は 、 速 や か に 、 必 要

に 応 じ て 、 以 下 の 対 応 を 行 う 。  

・ 本 会 内 部 に お け る 報 告 、 被 害 の 拡 大 防

止  

・ 事 実 関 係 の 調 査 、 原 因 の 究 明  

・ 影 響 範 囲 の 特 定  

・ 再 発 防 止 策 の 検 討 ・ 実 施  

・ 影 響 を 受 け る 可 能 性 の あ る 本 人 へ の 連

絡  

・ 事 実 関 係 、 再 発 防 止 策 等 の 公 表  

 

（ 取 扱 状 況 の 把 握 及 び 安 全 管 理 措 置 の 見 直

し ）  

第第第第 ２ ８２ ８２ ８２ ８ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 取 扱

状 況 を 把 握 し 、 安 全 管 理 措 置 の 評 価 、 見

直 し 及 び 改 善 に 取 り 組 む た め 、 監 査 責 任

者 を 任 命 し 、 少 な く と も 毎 年 1 回 、 取 扱

状 況 を 点 検 し 、 安 全 管 理 措 置 を 見 直 す 。  

 

第 ３ 節  人 的 安 全 管 理 措 置  

 

（ 従 業 者 の 監 督 ・ 教 育 ）  

第第第第 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 の 安 全

管 理 の た め に 、 従 業 者 お よ び 本 会 の 各 会

議 ・ 各 委 員 会 ・ 各 地 区 協 議 会 ・ 各 ブ ロ ッ

ク 協 議 会 に 対 す る 必 要 か つ 適 切 な 監 督 ・

教 育 を 行 う も の と す る 。  

 

第 ４ 節  物 理 的 安 全 管 理 措 置  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 区 域 の 管 理 ）  

第第第第 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 条条条条  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り

扱 う 事 務 を 実 施 す る 区 域 （ 以 下 「 取 扱 区

域 」と い う 。）に お い て 、壁 又 は 間 仕 切 り

等 の 設 置 、 及 び 事 務 取 扱 担 当 者 以 外 の 者

の 往 来 が 少 な い 場 所 へ の 座 席 配 置 や 、 後

ろ か ら 覗 き 見 さ れ る 可 能 性 が 低 い 場 所 へ

の 座 席 配 置 等 に 努 め る 。     

    

（ 機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の 盗 難 等 の 防 止 ）  

第第第第 ３ １３ １３ １３ １ 条条条条  本 会 は 、 取 扱 区 域 に お け る 特 定

個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 機 器 、 電 子 媒 体 及

び 書 類 等 の 盗 難 又 は 紛 失 等 を 防 止 す る た

め に 、 以 下 の 措 置 を 講 じ る 。  

    （ １ ） 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 電 子 媒

体 又 は 書 類 等 は 、 施 錠 で き る キ ャ ビ ネ

ッ ト ・ 書 庫 等 に 保 管 す る 。  

 （ ２ ）特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 機 器 は 、

離 席 時 に ロ ッ ク す る 。  



（ ３ ） 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 電 子 媒

体 又 は 書 類 等 を 取 扱 区 域 か ら 持 ち 出 す

場 合 に は 、 事 務 取 扱 い 責 任 者 の 承 認 を

得 な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ ） 本 会 が 管 理 す べ き 特 定 個 人 情 報 等

は 、 従 業 者 の 私 物 パ ソ コ ン 等 で 取 り 扱

っ て は な ら な い 。     

    

（ 個 人 番 号 の 削 除 、 機 器 及 び 電 子 媒 体 等 の

廃 棄 ）  

第第第第 ３ ２３ ２３ ２３ ２ 条条条条  本 会 は 、 個 人 番 号 を 削 除 又 は 廃

棄 す る 際 に は 、 以 下 に 従 っ て 、 復 元 で き

な い 手 段 で 削 除 又 は 廃 棄 す る 。  

・ 特 定 個 人 情 報 等 が 記 載 さ れ た 書 類 を 廃

棄 す る 場 合 、 焼 却 、 溶 解 、 復 元 不 可 能

な 程 度 に 細 断 可 能 な シ ュ レ ッ ダ ー の 利

用 又 は 個 人 番 号 部 分 を 復 元 で き な い 程

度 の マ ス キ ン グ を 行 う 。  

・ 特 定 個 人 情 報 等 が 記 録 さ れ た 機 器 又 は

電 子 媒 体 等 を 廃 棄 す る 場 合 、 専 用 の デ

ー タ 削 除 ソ フ ト ウ ェ ア を 利 用 す る か 、

又 は 物 理 的 な 破 壊 を 行 う 。  

・ 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル 中 の 個 人 番 号 又

は 一 部 の 特 定 個 人 情 報 等 を 削 除 す る 場

合 、デ ー タ 復 元 用 の 専 用 ソ フ ト ウ ェ ア 、

プ ロ グ ラ ム 、 装 置 等 を 用 い な け れ ば 復

元 で き な い 手 段 で 削 除 す る 。  

２  本 会 は 、 個 人 番 号 若 し く は 特 定 個 人 情

報 フ ァ イ ル を 削 除 し た 場 合 、 又 は 電 子 媒

体 若 し く は 書 類 等 を 廃 棄 し た 場 合 に は 、

削 除 又 は 廃 棄 し た 記 録 を 保 存 す る 。ま た 、

こ れ ら の 作 業 を 委 託 す る 場 合 に は 、 委 託

先 が 確 実 に 削 除 又 は 廃 棄 し た こ と に つ い

て 、 証 明 書 等 に よ り 確 認 す る 。  

 

第 ５ 節  技 術 的 安 全 管 理 措 置  

 

（ 技 術 的 安 全 管 理 措 置 ）  

第第第第 ３ ３３ ３３ ３３ ３ 条条条条  本 会 は 、 事 務 取 扱 担 当 者 及 び 当

該 事 務 で 取 り 扱 う 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル

の 範 囲 を 限 定 す る た め に 、 以 下 の 安 全 管

理 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

（ １ ） 特 定 個 人 情 報 等 を 取 り 扱 う 機 器 を

特 定 す る 。  

（ ２ ） 前 号 の 機 器 を 使 用 す る 事 務 取 扱 担

当 者 を 限 定 す る 。  

（ ３ ） 適 切 な ア ク セ ス 制 御 を 行 う 。  

２  本 会 は 、 情 報 シ ス テ ム を 外 部 か ら の 不

正 ア ク セ ス 又 は 不 正 ソ フ ト ウ ェ ア か ら 保

護 す る た め 、 以 下 の 措 置 を 講 じ る 。  

・ 本 会 の 情 報 シ ス テ ム と 外 部 ネ ッ ト ワ ー

ク と の 接 続 箇 所 に 、 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル

等 を 設 置 し 、不 正 ア ク セ ス を 遮 断 す る 。 

・ 情 報 シ ス テ ム 及 び 機 器 に セ キ ュ リ テ ィ

対 策 ソ フ ト ウ ェ ア 等 （ ウ イ ル ス 対 策 ソ

フ ト ウ ェ ア 等 ） を 導 入 す る 。  

・ 機 器 や ソ フ ト ウ ェ ア 等 に 標 準 装 備 さ れ

て い る 自 動 更 新 機 能 等 の 活 用 に よ り 、

ソ フ ト ウ ェ ア 等 を 最 新 状 態 と す る 。  

３  本 会 は 、 特 定 個 人 情 報 等 を イ ン タ ー ネ

ッ ト 等 に よ り 外 部 に 送 信 す る 場 合 、 通 信

経 路 の 暗 号 化 を 行 う よ う 努 め る 。  

 

第第第第 １ ０１ ０１ ０１ ０ 章章章章     特 定 個 人 情 報 等 の 開 示 、特 定 個 人 情 報 等 の 開 示 、特 定 個 人 情 報 等 の 開 示 、特 定 個 人 情 報 等 の 開 示 、    

訂 正 等 、 利 用 停 止 等訂 正 等 、 利 用 停 止 等訂 正 等 、 利 用 停 止 等訂 正 等 、 利 用 停 止 等  

 

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 開 示 等 ）  

第第第第 ３３３３ ４４４４ 条条条条  本 会 は 、 本 人 か ら 、 当 該 本 人 が

識 別 さ れ る 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個

人 デ ー タ に つ い て 、書 面 又 は 口 頭 に よ り 、

そ の 開 示 （ 当 該 本 人 が 識 別 さ れ る 特 定 個

人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ を 保 有 し

て い な い と き に そ の 旨 を 知 ら せ る こ と を

含 む 。以 下 同 じ 。）の 申 出 が あ っ た と き は 、

身 分 証 明 書 等 に よ り 本 人 で あ る こ と を 確

認 の 上 、開 示 を す る も の と す る 。た だ し 、

開 示 す る こ と に よ り 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を

開 示 し な い こ と が で き る 。  

（ １ ） 本 人 又 は 第 三 者 の 生 命 、 身 体 、 財

産 そ の 他 の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ が



あ る 場 合  

（ ２ ） 本 会 の 事 業 の 適 正 な 実 施 に 著 し い

支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合  

（ ３ ） 他 の 法 令 に 違 反 す る こ と と な る 場

合  

２  開 示 は 、 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。

た だ し 、 開 示 の 申 出 を し た 者 の 同 意 が あ

る と き は 、 書 面 以 外 の 方 法 に よ り 開 示 を

す る こ と が で き る 。  

３  特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ

の 開 示 又 は 不 開 示 の 決 定 の 通 知 は 、 本 人

に 対 し 、 書 面 に よ り 遅 滞 な く 行 う も の と

す る 。     

    

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 訂 正 等 ）  

第第第第 ３ ５３ ５３ ５３ ５ 条条条条  本 会 は 、 本 人 か ら 、 当 該 本 人 が

識 別 さ れ る 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個

人 デ ー タ の 内 容 が 事 実 で な い と い う 理 由

に よ っ て 当 該 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有

個 人 デ ー タ の 内 容 の 訂 正 、 追 加 又 は 削 除

（ 以 下「 訂 正 等 」と い う 。）を 求 め ら れ た

場 合 に は 、 そ の 内 容 の 訂 正 等 に 関 し て 他

の 法 令 の 規 定 に よ り 特 別 の 手 続 が 定 め ら

れ て い る 場 合 を 除 き 、 利 用 目 的 の 達 成 に

必 要 な 範 囲 内 に お い て 、 遅 滞 な く 必 要 な

調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 に 基 づ き 、 当 該 特

定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ の 内

容 の 訂 正 等 を 行 う も の と す る 。     

２  本 会 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 求 め ら れ

た 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ

の 内 容 の 訂 正 等 を 行 っ た と き 、 又 は 訂 正

等 を 行 わ な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 本

人 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 （ 訂 正 等 を

行 っ た と き は 、そ の 内 容 を 含 む 。）を 通 知

す る も の と す る 。     

３  本 会 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た 者 か ら 、

再 度 申 出 が あ っ た と き は 、 前 項 と 同 様 の

処 理 を 行 う も の と す る 。     

４  本 会 は 、 前 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 本 人

か ら 求 め ら れ た 措 置 の 全 部 又 は 一 部 に つ

い て 、 そ の 措 置 を と ら な い 旨 を 通 知 す る

場 合 又 は そ の 措 置 と 異 な る 措 置 を と る 旨

を 通 知 す る 場 合 は 、 本 人 に 対 し 、 そ の 理

由 を 説 明 す る よ う 努 め る も の と す る 。     

    

（ 特 定 個 人 情 報 等 の 利 用 停 止 等 ）  

第第第第 ３ ６３ ６３ ６３ ６ 条条条条  本 会 は 、 本 人 か ら 、 当 該 本 人 が

識 別 さ れ る 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個

人 デ ー タ が 第 ９ 条 の 規 定 に 違 反 し て 取 り

扱 わ れ て い る と い う 理 由 又 は 第 ５ 条 の 規

定 に 違 反 し て 取 得 さ れ た も の で あ る と い

う 理 由 に よ っ て 、 当 該 特 定 個 人 情 報 等 に

係 る 保 有 個 人 デ ー タ の 利 用 の 停 止 又 は 消

去（ 以 下「 利 用 停 止 等 」と い う 。）を 求 め

ら れ た 場 合 、 又 は 第 １ ５ 条 の 規 定 に 違 反

し て 第 三 者 に 提 供 さ れ て い る と い う 理 由

に よ っ て 、 当 該 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保

有 個 人 デ ー タ の 第 三 者 へ の 提 供 の 停 止

（ 以 下「 第 三 者 提 供 の 停 止 」と い う 。）を

求 め ら れ た 場 合 で 、 そ の 求 め に 理 由 が あ

る こ と が 判 明 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 当

該 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ

の 利 用 停 止 等 又 は 第 三 者 提 供 の 停 止 を 行

う も の と す る 。 た だ し 、 当 該 特 定 個 人 情

報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ の 利 用 停 止 等

又 は 第 三 者 提 供 の 停 止 に 多 額 の 費 用 を 要

す る 場 合 そ の 他 の 利 用 停 止 等 又 は 第 三 者

提 供 の 停 止 を 行 う こ と が 困 難 な 場 合 で あ

っ て 、 本 人 の 権 利 利 益 を 保 護 す る た め 必

要 な こ れ に 代 わ る べ き 措 置 を と る と き は 、

こ の 限 り で な い 。     

２  本 会 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 求 め ら れ

た 特 定 個 人 情 報 等 に 係 る 保 有 個 人 デ ー タ

に つ い て 、 利 用 停 止 等 を 行 っ た と き 若 し

く は 利 用 停 止 等 を 行 わ な い 旨 の 決 定 を し

た と き 、 又 は 第 三 者 提 供 の 停 止 を 行 っ た

と き 若 し く は 第 三 者 提 供 の 停 止 を 行 わ な

い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 本 人 に 対 し 、

遅 滞 な く 、そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。    

３  前 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 は 本 条 に 準 用 す

る 。  

 



第第第第 １ １１ １１ １１ １ 章章章章     雑雑雑雑     則則則則     

    

（ そ の 他 ）  

第第第第 ３ ７３ ７３ ７３ ７ 条条条条  こ の 規 程 の 実 施 に 必 要 な 規 則 等

は 、 別 途 定 め る も の と す る 。  

    

附附附附     則則則則     

本 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ ２ 日 か ら 施

行 す る 。  

 

平 成 ２ ８ 年  １ 月 ２ ２ 日  制 定  



 

事務取扱担当者等一覧 
 

本 会 は 、 以 下 の と お り 、 特 定 個 人 情 報 等

を 取 り 扱 う 事 務 の 範 囲 、 当 該 事 務 に お い て

取 り 扱 う 特 定 個 人 情 報 等 の 範 囲 及 び 当 該 事

務 に 従 事 す る 従 業 者 （ 事 務 取 扱 担 当 者 ） 並

び に 事 務 取 扱 責 任 者 を 定 め る 。  

 

報 酬 等 の 支 払 先 に 関 す る 事 務  

特 定 個 人

情 報 等 を  

取 り 扱 う

事 務 の 範

囲  

特 定 個 人

情 報 等 の

範 囲  

事 務 取

扱 担 当

者  

事 務 取

扱 責 任

者  

報 酬 、 料

金 、契 約 金

及 び 賞 金

に 関 す る

支 払 調 書

作 成 事 務  

支 払 先 の

氏 名 、 住

所 及 び 個

人 番 号  

事 務 局

長 を 補

佐 す る

経 理 責

任 者  

事 務 局

長  

 

 

 

 

上 記 各 事

務 に お け

る 特 定 個

人 情 報 等

を 取 り 扱

う 情 報 シ

ス テ ム の

保 守 に 関

す る 事 務  

支 払 先 の

氏 名 、 住

所 及 び 個

人 番 号  

事 務 局

長 を 補

佐 す る

経 理 責

任 者  

事 務 局

長  

 

 

 

 

 

 

 


